
令和５年度
学校安全指導者講習会

令和５年11月10日（金） 13:00～16:30

1



行政説明

学校安全の現状と課題
～学校安全の各領域における取組の改善に向けて～

広島県教育委員会

豊かな心と身体育成課 健康教育係
指導主事 大名 克英
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居安思危
思則有備
有備無患

『 安きにありて危うきを思う（居安思危）

思えばすなわち備えあり（思則有備）

備えあれば憂いなし（有備無患） 』
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学校安全に係る基本的な考え方①

学校保健 学校給食 学校安全

生活安全 交通安全 災害安全 現代的課題への対応

健康教育

３つの領域 と 現代的課題
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学校安全に係る基本的な考え方②
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→「第3次学校安全の推進に関する計画」（令和４年３月25閣議決定）
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計画に含まれる項目

① 安全教育に関する事項
⇒ 安全学習・安全指導

② 安全管理に関する事項
⇒ 施設設備等の安全点検

通学路の安全点検 等

③ 安全に関する組織活動
⇒ 職員の研修等

学校安全の領域

生活安全

交通安全

災害安全

学校安全の体系

安全教育

安全管理

組織活動

学校安全計画

「学校安全計画」とは
安全教育の各種計画に盛り込まれる内容と安全管理の内容とを関連させ，統合し，

全体的な立場から，年間を見通した安全に関する諸活動の総合的な基本計画。

学校保健安全法（抄）
（学校安全計画の策定等）

第27条 学校においては，児童生徒等の安全の確保を図るため，当該学校の施設及び設備の安全点検，児童

生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導，職員の研修その他学校
における安全に関する事項について計画を策定し，これを実施しなければならない。
（安全点検）
第28条 法第二十七条の安全点検は，他の法令に基づくもののほか，毎学期一回以上，児童生徒等が通常使
用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。
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現代的な課題への対応



昭和40年代前半 交通事故の急増を背景とした交通安全指導の推進
昭和40年代後半 生活安全に関する指導も充実
平成 ７年１月 阪神・淡路大震災

死者・行方不明者：6,400名超、負傷者：4万3,700名超
⇒ 学校施設の防災対策、防災教育の推進（防災教育資料「『生きる力』を育む防災教育の展開」作成）

平成13年６月 大阪教育大学附属池田小学校事件
死者：児童８名、負傷者：児童13名、教員２名
⇒ 学校防犯対策の強化（危機管理マニュアルの作成、防犯訓練・設備整備など）

平成16年頃～
登下校中の児童が被害に遭う誘拐事案が連続して発生
⇒ 登下校時の安全対策の強化（危機管理マニュアルの改訂、保護者や地域と連携した見守りの充実など）

平成20年６月 学校保健安全法の制定（学校保健法の改正）
⇒ 学校安全資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」作成

平成23年３月 東日本大震災 死者・行方不明者：21,839人、負傷者：6,219人
⇒ 規模だけでなく、津波被害や原子力災害など従来の想定を超える災害の発生。その後の安全教育・安全管理や事後対応

（事故検証）のあり方に様々な影響。 有識者会議の議論を踏まえた防災管理・防災教育の見直し（「学校防災マニュアル」
(地震・津波災害）作成の手引き」作成、防災教育資料の改訂)

学校安全に関する経緯・主な施策
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生活安全

交通安全

災害安全

災害安全

生活安全

生活安全

⇒学校安全資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」作成



平成24年４月 京都府亀岡市交通事故など 死者：児童・保護者３名、負傷者：児童７名
⇒ 学校・道路管理者・警察による通学路の緊急合同点検を実施。

平成24年４月 学校安全の推進に関する計画（閣議決定）
・国としての学校安全に関する総合的な計画（５年間）

・安全教育の充実、教員の資質能力向上、組織的取組の推進等について記載

平成24年９月 さいたま市教育委員会事故対応検証委員会⇒ASUKAモデル
平成28年３月 学校事故対応に関する指針

・学校管理下における重大事故についての事後検証に係る国の指針、・設置者の説明責任と再発防止の観点からの検証

平成28年４月 熊本地震 死者267人
平成29年３月 第２次学校安全の推進に関する計画（閣議決定）・目指すべき姿を明確化し、12の施策

目標に基づく具体的な推進方策を記載

⇒ 平成30年３月 「学校の危機管理マニュアル作成の手引」作成）
平成30年５月 下校中の児童が被害に遭う誘拐事案が発生

⇒ 「登下校防犯プラン」
平成30年６月 大阪府北部を震源とする地震
平成30年７月 西日本豪雨災害、平成30年9月 北海道胆振東部地震

⇒ 平成31年3月 「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」改訂２版

学校安全に関する経緯・主な施策
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生活安全

交通安全

災害安全

⇒ 通学路交通安全プログラム

生活安全

災害安全



令和元年５月 保育園児交通事故・ 川崎市における殺傷事件
令和元年９月～10月 台風15号，19号，21号，大雨による被害

⇒令和２年10月 浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査
⇒令和３年６月 「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」作成
⇒令和３年６月 「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」作成

令和３年６月 千葉県八街市での交通事故
⇒令和３年７月 通学路における合同点検の実施

令和４年３月 第３次学校安全の推進に関する計画(閣議決定)
令和４年９月 静岡県牧之原市認定こども園の送迎用バスの置き去り

⇒令和４年９月 送迎用バスの実地調査
⇒令和４年10月 こどものバス送迎・安全徹底プラン、こどものバス送迎・安全徹底マニュアル

⇒令和４年12月 学校保健安全法施行規則の一部改正：送迎用バスの安全装置装備義務化等

令和５年３月 埼玉県戸田市の学校への不審者侵入事件
⇒令和５年３月 危機管理マニュアルの点検（不審者侵入に関わる防犯対策）

学校安全に関する経緯・主な施策
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生活安全

交通安全

災害安全

生活安全

生活安全
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＜目指すべき姿＞

① 全ての児童生徒等が，自ら適切に判断し，主体的に行動でき
るよう，安全に関する資質・能力を身に付けること

② 学校管理下における児童生徒等の死亡事故の発生件数につ
いて限りなくゼロにすること

③ 学校管理下における児童生徒等の負傷・疾病の発生率につい
て障害や重度の負傷を伴う事故を中心に減少させること

第３次学校安全の推進に関する計画

（令和４年３月25日 閣議決定）
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＜目指すべき姿＞

① 全ての児童生徒等が，安全に関する資質・

能力を身に付けることを目指す。

第２次学校安全の推進に関する計画

（平成29年３月24日 閣議決定）
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＜目指すべき姿＞

① 全ての児童生徒等が，自ら適切に判断し，
主体的に行動できるよう，安全に関する資質・能
力を身に付けること

第３次学校安全の推進に関する計画

（令和４年３月25日 閣議決定）

② 学校管理下における児童生徒等の事故に

関し，死亡事故の発生件数については限りな

くゼロにすること

② 学校管理下における児童生徒等の事故に

関し，死亡事故の発生件数については限りな

くゼロとすることを目指すとともに，負傷・疾病

の発生率については障害や重度の負傷を伴う

事故を中心に減少傾向にすることを目指す。
③ 学校管理下における児童生徒等の負傷・疾
病の発生率について障害や重度の負傷を伴う
事故を中心に減少させること
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学校安全に係る基本的な考え方①

学校保健 学校給食 学校安全

生活安全 交通安全 災害安全 現代的課題への対応

健康教育

３つの領域 と 現代的課題
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○不審者情報・犯罪予告等

○消費者安全法第33条の規定に基づく意見等について

○ 「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応

○学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き

学校安全の現状 ～生活安全～
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令和４年度 広島県教育委員会への報告分広島県内の不審者情報の状況

学校安全の現状 ～生活安全の領域～
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当該周知文書は，消費者安全調査委員会が，学校
の施設又は設備による事故等に関して行った調査
の結果を踏まえ，令和５年３月３日付けで文部科学大
臣に対して意見具申を行ったことを受け，発出
されたものです。

ついては，事故の発生可能性のある箇所に対して
は緊急的な対策が必要であることから，学校安全
主管課及び施設主管課で連携を図った上で，当該周
知文書の内容等を参考としつつ，事故の未然防止
に努めるよう，所管の学校に周知してください。

なお，今後，文部科学省から，事故の発生可能性の
ある箇所の点検及びその結果報告に係る依頼が
ある予定ですので，あらかじめ御承知おきください。

不審者の侵入事案を受けた学校安全の確
保に向けた対策について

学校安全の現状 ～生活安全の領域～

令和５年３月20日付け通知

児童生徒等の安全確保につきましては、これまでも
格段の御尽力をいただいているところですが、先般、
埼玉県戸田市の中学校に刃物を持った不審者が侵
入し、教員に危害を加えるという事件が発生いたしま
した。本事案を受け、文部科学省において、別紙１

のとおり、不審者の学校侵入防止対策の強化を図る
ことといたしました。

つきましては、各学校の設置者におかれては、別紙
２のとおり、設置する各学校の危機管理マニュアルに
ついて、点検を行っていただきますようお願いいたし
ます。

令和５年３月10日付け通知

消費者安全法第33条の規定に基づく意見等
について
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学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（概要版）について

21



目的
学校において，熱中症予防対策に資する情

報を適切に捉えて，生徒自らの行動につない
でいくための学校安全の視点を踏まえた指導
を各学校で行うこと

環境省・文科省版との関係
○環境省・文科省版の内容を踏襲する形で，

・各項目のポイントとなる事項をピックアップ
・校種ごとの学習指導要領との関連を提示

「学校における熱中症対策ガイドライン広島県立学校版」
（令和４年４月27日）

構成
１ 本ガイドラインについて
２ 熱中症とは何か

・熱中症とはどのようにして起こるのか
３ 熱中症の予防策

・予防の原則，安全管理・安全指導の
留意事項

４ 学習指導との関連
５ 参考情報

・暑さ指数（WBGT）や熱中症警戒アラート等
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平成28年６月９日付け教育長通知
「『学校事故対応に関する指針』の公表について」

平成29年１月６日付け教育長通知
「『学校事故対応に関する指針』に基づく

適切な事故対応等の推進について」

令和３年５月28日付け教育長通知
「『学校事故対応に関する指針』に基づく

適切な事故対応について」

「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応について
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１ 基本調査の速やかな実施と保護者への丁寧な説明
・事故発生後速やかに基本調査を行い，その結果及び経過を保護者等に十分説明
・事故発生後は，保護者との継続的な関係性を構築

２ 詳細調査への移行判断と実施
・学校設置者が判断し，保護者の移行に十分配慮し適切に実施
・専門的知識・経験を有する者で構成する調査委員会を設置

(学校の対応が不十分である場合，県教委が指導・助言)

○事件・事故災害の未然防止
○事故発生時の適切な対応
○事故発生後の速やかな調査・検証等の実施

「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応について
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○広島県内の自転車事故件数にみる交通安全の状況
○広島県

自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例

（令和４年10月６日施行）
○道路交通法の一部を改正する法律（令和４年４月27日公布）

・令和５年４月１日から
すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務

・令和５年７月１日から
一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型

である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通
ルールが適用

学校安全の現状 ～交通安全～
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令和４年令和３年令和２年令和元年平成30年

901件964件975件1,257件1,383件全体発生件数

28.3％29.0％27.4％28.6％27.5％児童生徒の割合

０件１件７件２件０件幼児

46件33件47件59件68件小学生

63件68件58件73件86件中学生

146件178件162件227件226件高校生

学校安全の現状 ～交通安全の領域～

広島県内の自転車事故件数にみる交通安全の状況
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Ｐ35
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「広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進
に関する条例」

第４項 保護者は，その監護する未成年者が自転車を利用するときは，当該利用
に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

県は，市町，交通安全団体，自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者その他
の関係団体と連携し，自転車損害賠償保険等への加入を促進するため，自転車
損害賠償保険等に関する情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

２ 学校の長は，自転車を利用する児童，生徒及び学生並びにその保護者に対し，
自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努めるものとする。

第13条 自転車損害賠償保険等への加入等

第 15 条 自転車損害賠償保険等に関する情報の提供等
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自転車の安全利用促進委員会HP

https://jitensha-anzen.com/news/gakuseijiko2023.pdf
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学校安全の現状 ～交通安全の領域～

全国の自転車事故件数にみる交通安全の状況



35※自転車が第一当事者（一当）の事故＝自転車側が加害者の事故と定義した場合。
第一当事者とは、事故当事者の中で一番過失が重い人を指す



＜現状＞
○平成30年７月豪雨災害
○水防法・土砂災害法の一部改正
○土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
○津波浸水警戒区域等
○実効性のある避難訓練の実施

豪雨災害の経験から学び，自然災害の被害を
最小限にとどめるとともに，児童生徒等が主体
的に判断し，自分や家族の命，地域を守るため
に行動できる力の育成を目指して。

学校安全の現状 ～災害安全～
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学校安全の現状 ～災害安全の領域～

令和５年度

実績値

令和４年度

現状値

95.4％93.6％

【災害の状況に応じて，幼児児童生徒が主体的に行動する避難訓練の実施率】

令和４年度学校安全取組状況調査結果から

★主体的に行動する避難訓練を実施して
いる学校では，例えば，授業中だけでなく
休憩時間や清掃中などを想定し，災害の
発生時間や場所に変化を持たせたり，避
難経路を塞ぎけが人が出る状況を設定し
たりするなど，変化に富んだシチュエー
ションにおいても，素早く身の安全を確保
するための訓練が行われている。



浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校

広島県内で，
①浸水想定区域に立地し，要配慮者利用施設として位置づけられた学校

②土砂災害警戒区域に立地し，要配慮者利用施 設として位置づけられた学校

（令和２年10月１日現在）

②土砂災害警戒区域に立
地し，要配慮者利用施設と
して位置づけられた学校

①浸水想定区域に立地し，
要配慮者利用施設として位
置づけられた学校

公立学校数

３１４校（35.4％）２０７校（23.3％）８８８校広島県

４，１９２校（11.2％）７，４７６校（20.0％）３７，３７４校全国（参考）

学校安全の現状 ～災害安全の領域～
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１．水害リスクを知る

水害時の防災行動を考えるための第一歩は、施設及
び施設周辺の水害リスクを知ることです。

 洪水時に浸水が想定される範囲や浸水深等を知るための情報については次のとおり
です。

【国土交通省】 国管理河川における洪水浸水想定区域図

（太田川水系，小瀬川水系，江の川水系，芦田川水系）

【広 島 県】 広島県管理河川における洪水浸水想定区域図

【各 市 町】 ハザードマップ
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＜取組＞

○広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動

◆一斉防災教室（５月～６月）

◆一斉地震防災訓練の実施（１１月５日）※学校安全計画に記載して実施

○防災教育に関する指導資料の配付
◆「広島県 自然災害に関する防災教育の手引

～主体的に行動する態度を育成するために～」（平成25年３月）

◆「広島県 自然災害に関する防災教育の手引[別冊]
～平成30年７月豪雨惨害を踏まえた実践事例・資料集～」（平成31年３月）

○児童生徒等の発達の段階を考慮して，関連する教科，総合的な
学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じた
体系的な防災教育を実施

学校安全の現状 ～災害安全～
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生徒自らが判断し主体的に行動できる力を身に付ける

「広島県 自然災害に関する防災教育の手引［別冊］-平成30年７月豪雨災害を踏まえた実践事例・資料集-」（追加事
例）から

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/530107.pdf

１ 学習のねらい

地震による火災発生を想定して、安全な避難場所を確認したり状況に応じて避難経路を選択したりする活動を通して、
災害時における危険を認識し、日常的な備えを行うとともに、自ら判断し主体的に行動できる力を身に付ける。

通常の避難訓練今回の避難訓練

・教職員が誘導する。
・並んで避難する。
・避難経路は教職員が選択する。

・教職員が誘導できない状況を想定する。
・並ばずに避難する。
・避難経路は個々に選択させる。

【生徒の感想】

○これまでの避難訓練は、先生に誘導をされ並んで避難をすることが多かったですが、災害
に備えて安全に避難をするために、自分自身が状況に応じて判断しながら避難できるように
しておくことが必要だと思いました。

○学校が避難所になったら、お年寄りや子供たちが来るので、学校にある調理室を活用して
炊き出しを行うなど、学校の特徴を生かした備えをもっと考えておきたいです。

はじめに 考え方 現状・取組 まとめ
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海田高等学校の取組

はじめに 考え方 現状・取組 まとめ
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学校安全の現状 ～災害安全～
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学校安全の現状 ～現代的課題への対応～

第３次学校安全の推進に関する計画 P16
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「『危機管理マニュアル』評価・見直しガイドライン」・「教職員向け研修・訓練実践事例集」
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所属校の学校安全計画の改善に向けて

これまでの説明を参考に、所属校の学校安全計画を見直し、
改善できる点やその方法を書き出す。

・グループで情報交換、情報共有を行いま
しょう。
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・御持参いただいた計画について、個人で
考えてみましょう。



P36～47
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文部科学省総合教育政策局

男女共同参画共生社会学習・安全課

森本 晋也 安全教育調査官 資料から抜粋
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